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１．会議の趣旨・目的 

○児童福祉、幼児教育、双方の観点を持った方々の参画を得て、地域の子ども

や子育て家庭の実情を十分に踏まえ、子ども・子育て支援が適正に実施され

るように意見を述べ、また、調査審議すること。 

 

 

２．設置根拠 

○子ども・子育て支援法第７７条   

○木更津市附属機関設置条例（抜粋） 

 

３．審議事項 

○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定について意見を述べること 

○木更津市子ども・子育て支援事業計画の策定・変更について意見を述べること 

○子育て支援施策の実施状況を調査審議するなど、継続的に点検・評価・見直しを行ってい

く（ＰＤＣＡサイクルを回していく）こと 

○木更津市次世代育成支援行動計画の策定・推進について調査審議し、必要な事項を市長に

答申・建議すること 

 

☆特定教育・保育施設とは・・・ 

学校教育に位置づけられている「幼稚園」と児童福祉法に位置づけられている「保育園」、

両方の機能を併せ持った「認定こども園」この３つを指しています。 

 

☆特定地域型保育事業とは・・・ 

「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」の４つ

を指しています。いずれも、２歳以下の子どもを対象とした事業となります。 

 

☆ＰＤＣＡサイクルとは・・・ 

 Ｐ（プラン）Ｄ（ドゥ）Ｃ（チェック）Ａ（アクション） 

ひとつの事業に対して、「計画し、実行し、評価し、見直しをする」ということです。 
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４．次世代育成支援と子ども・子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．委員構成 

子どもの保護者 
保育園代表 １人 

幼稚園代表 １人 

子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 

保育園関係 ２人 

幼稚園関係 １人 

子育て支援センター関係 １人 

学童保育関係 １人 

学識経験者 １人 

関係団体の代表者 

教育関係 １人 

商工労働関係 ２人 

福祉関係 ２人 

保健関係 １人 

公募 ２人 

 

 

 

(現委員１６名／定員１８名以内) 

○就学前と小学生の子どもが対象 

○需要を踏まえた教育・保育の提供に

関する政策を実施 

子ども・子育て支援 

○１８歳未満までの子どもが対象 

○子育て支援・母子保健・教育・住宅

など広範な政策を実施 

次世代育成支援 

木更津市子ども・子育て会議の役割 

法で定められた本来の『子ども・子育て会議』の役割 


